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事業所名：こどもデイサービスウルル                      令和元年度�

 �
チェック項⽬ �

は
い �

どちら
ともい
えない �

い
い
え �

改善⽬標、⼯夫している点など �

環
境�

・ 
体
制
整
備�

① �
利⽤定員が指導訓練室等スペースとの関係で適
切であるか �

○  �  �
 新しい施設に移転し、使⽤⽬的に応じて確保
できるようになっている。�

② � 職員の配置数は適切であるか � ○�  �  �
質の⾼い療育を⽬指し、配置基準を上回る⼈
員で実施している。�

③ �
事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が
適切になされているか � ○ �  � 新しい施設のためバリアフリーになっている。 

業
務
改
善�

④ �

業務改善を進めるための PDCA サイクル（⽬標
設定と振り返り）に、広く職員が参画しているか � ○� � �

 運営規定・⽅針を軸として、職員全員で取り組
んでいる。なお、ＰＤＣＡサイクルを徹底できる
よう業務改善、質の向上に努めている。�

⑤ �

保護者等向け評価表を活⽤する等によりアンケー
ト調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業
務改善につなげているか �

○�  �  �
 保護者アンケートを通じて、保護者の意向や満
⾜度の把握に努め業務改善に繋げるよう努めて
いる。�

⑥ �
この⾃⼰評価の結果を、事業所の会報やホームペ
ージ等で公開しているか �

○�  �  �  �

⑦ �
第三者による外部評価を⾏い、評価結果を業務
改善につなげているか �

 �  � ○ �
 第三者による外部評価は⾏っていませんが、今
後積極的に取り組むよう検討している。�

⑧ �
職員の資質の向上を⾏うために、研修の機会を確
保しているか �

○�  �  �
 県⼜はそれに準ずる研修会等への参加、弊団
体で⾏う講習会等への参加を促している。 

適
切
な
⽀
援
の
提
供�

⑨ �

アセスメントを適切に⾏い、⼦どもと保護者のニーズ
や課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサ
ービス計画を作成しているか �

○  �  �
 保護者と利⽤者との⾯談をもとにアセスメントを
⾏い、保護者や利⽤者の意向を適切に分析
し、個別に合わせた計画の作成に努めている。�

⑩ �
⼦どもの適応⾏動の状況を図るために、標準化さ
れたアセスメントツールを使⽤しているか �

○�  �  �  �
�

⑪ � 活動プログラムの⽴案をチームで⾏っているか � ○ �  �

利⽤予約表を基に、その⽇に利⽤する⼦どもの
傾向を分析し、焦点をいくつかに絞りチームで検
討をする。チームで振り返りを⾏い、次回へ繋げ
るよう努めている。 

⑫ �

活動プログラムが固定化しないよう⼯夫しているか �

○�  �  �
 個別活動と集団活動での取り組みを適宜組み
合わせたプログラムの提供を⾏っています。固定
化されないよう内容や曜⽇等配慮している。�

⑬ �
平⽇、休⽇、⻑期休暇に応じて、課題をきめ細や
かに設定して⽀援しているか �

○�  �  �
 体験型の活動を多く取り⼊れ、療育として継続
した活動ができるように、きっかけの機会を多く取

事業者向け�
 �放課後等デイサービス⾃⼰評価表�

 �



り⼊れている。また、⻑期休暇はスタッフの⼈数を
増やし、⼦どもたちが満たされるように⽀援してい
る。�

⑭ �

⼦どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適
宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成
しているか �

○�  �  �
 利⽤者の発達状況及び保護者の意向を踏ま
え、個別活動と集団活動での取り組みを適宜
組み合わせて⽀援計画を⽴てている。�

⑮ �

⽀援開始前には職員間で必ず打合せをし、その⽇
⾏われる⽀援の内容や役割分担について確認して
いるか �

○�  �  �
 ⽀援前に毎⽇打ち合わせを⾏い、前回の利⽤
の様⼦を共有している。配慮点、注意点等を確
認・共有する時間をとっている。�

⑯ �

⽀援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その
⽇⾏われた⽀援の振り返りを⾏い､気付いた点等
を共有しているか �

 � ○ �  �
参加できない者もあり、連絡ノートを共有してい
る。翌⽇の打ち合わせの時間にノートを活⽤して
振り返りをする。�

⑰ �
⽇々の⽀援に関して正しく記録をとることを徹底し、
⽀援の検証・改善につなげているか �

○�  �  �
�

 正しく記録をとるよう徹底している。�

�

�

⑱ �
定期的にモニタリングを⾏い、放課後等デイサービス
計画の⾒直しの必要性を判断しているか � ○�  �  � 実施している。 

⑲ �
ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて
⽀援を⾏っているか �

○�  � �  �

関
係
機
関
や
保
護
者
と
の
連
携
関
係
機
関
や
保
護

⑳ �

障害児相談⽀援事業所のサービス担当者会議に
その⼦どもの状況に精通した最もふさわしい者が参
画しているか �

○�  �  �  児童発達管理責任者が参加している。�

㉑ �

学校との情報共有（年間計画・⾏事予定等の交
換、⼦どもの下校時刻の確認等）、連絡調整（送
迎時の対応、トラブル発⽣時の連絡）を適切に⾏
っているか �

○�  �  �

⼦どもの様⼦により、必要に応じてケース会議を実
施している。�

㉒ �

医療的ケアが必要な⼦どもを受け⼊れる場合は、⼦
どもの主治医等と連絡体制を整えているか �  �  � ○�

 現在は医療的ケアを必要とする利⽤者はいない
が、今後必要に応じて保護者とも連携を取り、連
絡体制を整えていきたい。�

㉓ �

就学前に利⽤していた保育所や幼稚園、認定こど
も園、児童発達⽀援事業所等との間で情報共有と
相互理解に努めているか �

� ○�  �
 保護者からの聞き取りのほか、保護者への⽀援
の仕⽅等情報共有を図るよう努めている。�

㉔ �

学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障
害福祉サービス事業所等へ移⾏する場合、それまで
の⽀援内容等の情報を提供する等しているか �

� ○  �
 保護者の希望により提供する場合もあるが、今
後は提供するよう図っていきたい�



者
と
の
連
携�

㉕ �

児童発達⽀援センターや発達障害者⽀援センター
等の専⾨機関と連携し、助⾔や研修を受けている
か �

○  �  �  �

㉖ �
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のな
い⼦どもと活動する機会があるか �

�  � ○ 
 現在は機会がないため、今後交流を検討してい
きたい。�

㉗ �
（地域⾃⽴⽀援）協議会等へ積極的に参加して
いるか �

� ○  �  参加できる会へは出席している�

㉘ �

⽇頃から⼦どもの状況を保護者と伝え合い、⼦ども
の発達の状況や課題について共通理解を持っている
か �

○�  �  �
 必要に応じて⾯談を実施し、共通理解をしてい
る。�

㉙ �

保護者の対応⼒の向上を図る観点から、保護者に
対してペアレント･トレーニング等の⽀援を⾏っている
か �

○�  �  �

�

 外部講師を招き講演会形式で実施した。今後
は少⼈数の集団で実施していきたいと考えてい
る。�

保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等�

㉚ �
運営規程、⽀援の内容、利⽤者負担等について丁
寧な説明を⾏っているか �

○�  �  �
定期的な⾯談の他、必要に応じてこまめに実施し
ている。 �

㉛ �
保護者からの⼦育ての悩み等に対する相談に適切
に応じ、必要な助⾔と⽀援を⾏っているか �

○  �  �
その都度相談に応じている。職員の中に⼼理カウ
ンセラーもいるため、きめ細かな⽀援と相談に乗る
ことができる。�

㉜ �

⽗⺟の会の活動を⽀援したり、保護者会等を開催
する等により、保護者同⼠の連携を⽀援しているか �  �  � ○�

 今後保護者や家族を含めた活動を⾏い、保護
者同⼠の繋がりの機会を作っていく必要がある。 

�

㉝ �

⼦どもや保護者からの苦情について、対応の体制を
整備するとともに、⼦どもや保護者に周知し、苦情が
あった場合に迅速かつ適切に対応しているか �

○�  �  �
 関係機関にも連絡を取り、迅速に対応してい
る。第３者委員会を設置する⽅向で動いている。�

�

㉞ �

定期的に会報等を発⾏し、活動概要や⾏事予
定、連絡体制等の情報を⼦どもや保護者に対して
発信しているか �

○�  �  �
４ケ⽉に１度会報を発⾏している。また、企画ご
とにお便りを発⾏するなどして、お知らせをしてい
る。�

� ㉟ �個⼈情報に⼗分注意しているか � ○� �  � 個⼈情報が漏れないよう、管理を徹底している。 �

㊱ �

障害のある⼦どもや保護者との意思の疎通や情報
伝達のための配慮をしているか �

○�  �  �

送迎時にその⽇の様⼦を伝えたり、お便りを出し
たり、必要に応じて電話で連絡を取り合ったり、⾯
談を実施している。また、他国籍のお⼦様もおり
⾔語の点で、意思疎通の改善を図るよう努めてい
る。 �

�

㊲ �

事業所の⾏事に地域住⺠を招待する等地域に開
かれた事業運営を図っているか �  �  � ○ 

⼤きな⾏事は実施していないが、地域で暮らすこ
とを⽬的とし、秋にミニ⽂化祭を計画し地域に周
知してもらうべく企画をしている。 



⾮
常
時
等
の
対
応�

㊳ �

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対
応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知してい
るか �

○�  �  �
 それぞれのマニュアルを策定し、研修・訓練を随
時実施している。�

㊴ �

⾮常災害の発⽣に備え、定期的に避難、救出その
他必要な訓練を⾏っているか � ○�  �  �

 年１回に地震・津波を想定した訓練を実施して
いる。今年は⾵⽔害に対しても周知を図っていき
たい。�

㊵ �
虐待を防⽌するため、職員の研修機会を確保する
等、適切な対応をしているか �

○  � �
 職員に対して虐待防⽌チェックを年１回実施し
ている。�

㊶ �

どのような場合にやむを得ず⾝体拘束を⾏うかについ
て、組織的に決定し、⼦どもや保護者に事前に⼗
分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス
計画に記載しているか �

� ○  �
現在⾝体拘束を必要とする⼦どもはいないが、今
後その旨を利⽤者や保護者に説明し、個別⽀援
計画書に記載していく。�

㊷ �

⾷物アレルギーのある⼦どもについて、医師の指⽰
書に基づく対応がされているか �

○  �  �

 ⾷事提供はしていないため、指⽰書は頂いてい
ません。アレルギー反応結果報告書を保護者に
提出して頂き、それをもとにおやつ等提供する場
合は対応している。�

㊸ �

ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有して
いるか � � � ○ 

 事例集作成はしていないが、ヒヤリハット報告書
作成時は職員に共有し、再発防⽌に向け検討し
ている。�

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�



   

事業所名︓こどもデイサービスウルル                                        回答数︓２１⼈ 

�  � チェック項⽬ � はい �
どちらともいえ

ない � いいえ � ご意⾒ �

環
境�

・
体
制
整
備�

① �
⼦どもの活動等のスペースが⼗分に確保され
ているか              �

２０�  １� ０ � ・⾊々遊ぶ遊具があり、とても良いです。 

② �職員の配置数や専⾨性は適切であるか    � １８ � ３�  ０�

・いつも多い⼈数で対応してくださり嬉しいで
す。 
 

③ �

事業所の設備等は、スロープや⼿すりの設置
などバリアフリー化の配慮が適切になされている
か                 �

１８ � ３� ０ � ・必要ないかもしれません。 
�

適
切
な
⽀
援
の
提
供�

④ �

⼦どもと保護者のニーズや課題が客観的に分
析された上で、放課後等デイサービス計画が
作成されているか �

２０ � １� ０ �  �

⑤ �
活動プログラム ii が固定化しないよう⼯夫され
ているか �

１９�  １� ０ �  �

⑥ �
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害
のない⼦どもと活動する機会があるか �

 ６� １２� １�
・なかなか難しいですね。学校で交流がある
ので現状で良い。 

保
護
者
へ
の
説
明
等�

⑦ �
⽀援の内容、利⽤者負担等について丁寧な
説明がなされたか �

１９ � １ � ０ �  �

⑧ �

⽇頃から⼦どもの状況を保護者と伝え合い、
⼦どもの発達の状況や課題について共通理解
ができているか �

１９ �  １� ０ �  しっかり伝えてくれます。�

⑨ �
保護者に対して⾯談や、育児に関する助⾔
等の⽀援が⾏われているか �

１９ �  ０�  １�
�
�

⑩ �

⽗⺟の会の活動の⽀援や、保護者会等の�
開催等により保護者同⼠の連携が⽀援され
ているか �

５�  ５� ９�

・会を企画してもらえたら情報交換等できる
と思います。 
・必要ないのかもしれません。 

⑪ �

⼦どもや保護者からの苦情について、対応の
体制を整備するとともに、⼦どもや保護者に周
知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適
切に対応しているか �

 １８�  １�  １� ・わかりません。 

⑫ �
⼦どもや保護者との意思の疎通や情報伝達
のための配慮がなされているか �

 １６�  ４�  ０� ・送迎時や電話で伝えて頂ける。�

⑬ �

定期的に会報やホームページ等で、活動概要
や⾏事予定、連絡体制等の情報や業務に関
する⾃⼰評価の結果を⼦どもや保護者に対し
て発信しているか �

１６�  ４�  ０�

・ ⾷育活動の⽇は、その⽇のうちに内容を
写真でお知らせくださり楽しみにしています。
・ノートに写真を貼って⽇々の様⼦が分かり
とても助かっています。�

保護者等向け�
�放課後等デイサービス評価表�

�



⑭ �個⼈情報に⼗分注意しているか � １９�  ０� ０ �  �

⾮
常
時
等
の
対
応�

⑮ �

緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染
症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・
説明されているか �

 １６�  ３�  ０� �

⑯ �
⾮常災害の発⽣に備え、定期的に避難、救
出、その他必要な訓練が⾏われているか �

 １６�  ３�  ０�

・場所移転後も訓練を続けて頂いて

います。 

・定期的に避難訓練をやってくれて

ありがたいです。�

満
⾜
度�

⑰ �⼦どもは通所を楽しみにしているか �  ２０� １�  ０�

・⾷に関するイベントが楽しみのようです。 
・毎⽇放課後の予定を確認して楽しみにして
います。 
・毎⽇とても楽しみにしており嬉しいです。 

⑱ �事業所の⽀援に満⾜しているか �  ２１�  ０� ０ �

・ ⼦どもの好きなこと、得意なこと、変化など
よく気付いて頂き本当にありがたく思います。
・時折無理なお願いをするのですが、⼦ども
や保護者の⽴場に⽴って考えてくれ、対応し
て下さっています。 
・⼦どもの⽀援⽬標に親⾝に対応してくださり
ありがたいです。 
・延⻑など助かっています。�
�

�



質の評価及び改善目標等の公表内容報告書 

 

令和２年３月２４日 

 

 「質の評価及び改善目標等の公表」について、以下のとおり報告します。 

 

＜事業所情報＞ 

事業所番号 ２２５５１００１６ 

事業所名 こどもデイサービスウルル 

 所在地 焼津市五ケ堀之内１６４４－１ 

 電話番号 ０５４－６３９－５５７８ 

 メールアドレス ull2016@outlook.jp 

 担当者氏名 志水和子 

 

＜公表場所＞ 

公表場所 

※ホームページの URL 
https://npo-shizuoka.com 

公表時期 2020年  3月 

情報公表システムへの 

公表場所の掲載 

掲載している   掲載していない ※いずれかに○ 

 

＜公表している内容＞ 

保護者による評価 公表している  公開していない  ※いずれかに○ 

職員による自己評価 公表している  公開していない  ※いずれかに○ 

 評価に基づく改善目標 公表している  公開していない  ※いずれかに○ 

 評価等の実施時期 2019年  12月 

 次回の評価等の実施時期 2020年  12月 

※評価及び公表は、年に１回以上実施する必要があります。 

※評価項目には以下の内容が全て含まれる必要があります。 

(1) 障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供する

ための体制の整備の状況 

(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

(3) 事業の用に供する設備及び備品等の状況 

(4) 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

(5) 利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況 

(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

(7) 業務の改善を図るための措置の実施状況  



＜関係規定＞ 

 

指定通所支援の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する規則（平成 25年静岡県規則第

17号） 

(指定児童発達支援の取扱方針) 

第 25 条 指定児童発達支援事業者は、次条第 1 項に規定する児童発達支援計画に基づき、

障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支

援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

2 略 

3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の

評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、

当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善

を図らなければならない。 

(1) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適

性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況 

(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

(3) 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況 

(4) 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

(5) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情

報の提供、助言その他の援助の実施状況 

(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

(7) 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 

5 指定児童発達支援事業者は、おおむね 1年に 1回以上、前項の評価及び改善の内容をイ

ンターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について（平

成 24 年障発 0330第 12 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

第三 児童発達支援 

３ 運営に関する基準 

 (15) 指定児童発達支援の取扱方針（基準第 26 条） 

④ 同条第４項は、指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うため、同項第１号から第７

号までに掲げる事項について、指定児童発達支援事業所が自ら評価を行うとともに、当

該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を

図らなければならないこととしたものである。なお、当該評価及び改善を図るに当たっ

ては、児童発達支援ガイドラインを参考にすることが望ましい。また、都道府県等が別

途、児童発達支援における支援の質を担保するためのガイドライン等を定めている場合



には、当該ガイドライン等を参考にすることは差し支えないこととする。 

 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する

基準（平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号） 

別表 障害児通所給付費等単位数表 

第１ 児童発達支援 

注３ ⑶ 指定児童発達支援、共生型児童発達支援又は基準該当児童発達支援（以下「指定

児童発達支援等」という。）の提供に当たって、指定通所基準第 26 条第５項（指定通

所基準第 54条の５及び第 54条の９において準用する場合を含む。）に規定する基準に

適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出ていない場合 

 100分の 85   ※指定通所基準 26条＝県基準規則第 25条 

 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する

基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 24 年３月 30 日障発 0330 第 16 号厚

生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

第一 届出手続の運用 

第二 １ 通則 

（8） 質の評価及び改善の内容を公表していない場合の所定単位数の算定について 

① 対象となる支援 

児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援 

② 算定される単位数 

所定単位数の 100 分の 85 とする。なお、当該所定単位数は、各種加算（児童指導員

等配置加算（有資格者を配置した場合）を除く。）がなされる前の単位数とし、各種加算

を含めた単位数の合計数の 100 分の 85 となるものではないことに留意すること。 

③ 質の評価及び改善の内容（以下「自己評価結果等」という。）未公表減算については、

指定通所基準等の規定に基づき、自己評価結果等の公表が適切に行われていない場合に、

通所報酬告示の規定に基づき、障害児通所給付費等を減算することとしているところで

あるが、これは事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を

受け、その結果を事業運営に反映させて、常に質の改善を図るためのものであり、事業

所は指定通所基準の規定を遵守しなければならないものとする。 

④ 公表方法については、インターネットの利用その他の方法により広く公表するものであ

ることとし、その公表方法及び公表内容を都道府県に届け出ることとする。 

⑤ 当該減算については、自己評価結果等の公表が都道府県に届出がされていない場合に減

算することとなる。具体的には、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至

った月まで、障害児全員について減算するものであること。 

⑥ 都道府県知事は、当該規定を遵守するよう、指導すること。当該指導に従わない場合に

は、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。 
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